
令和 2 年 9月 29 日 
研究炉加速器技術部 NSRR 管理課 

 
計測制御系統施設の一部設備更新に係る設工認申請の要否について 

 
NSRR では、計測制御系統施設のうちパルス自動運転制御系の更新を計画している。 
当該設備は、平成 10 年 10 月 28 日付 10 安（原規）第 230 号にて認可を受けて更新工事
を行い、平成 11 年 9 月 3日付 10 安（原規）第 341 号にて使用前検査に合格している。 
今般、設置から約 20 年が経過したため高経年化の観点から更新を計画している。 
令和 2 年 4月の法令改正において試験炉規則第 2条の 2（設計及び工事の計画の認可を要
しない工事等）が定められており、本条文の定めるところによれば設計及び工事の計画の認
可申請書に記載した設計及び工事の方法の変更を伴わない工事については設工認申請を不
要とするとされている。 
計画している更新対象は、平成 10 年に認可を受けた前述の設工認申請において行った範
囲と同様であり、また、設計及び工事の方法に変更はないことから本工事に当たって設工認
申請は不要であると考えている。 
更新対象は、パネルパソコン、シーケンサー及びその信号伝送装置から構成されており、
現行品はすでに生産を終了していることから後継機を用いて更新を行う。 
パネルパソコン等の新旧の仕様の比較を別紙 1に示す。また、パネルパソコン等の接続に
ついて別紙 2に示す。 
参考に、平成 10 年 10 月 28 日付 10 安（原規）第 230 号にて認可を受けた設工認申請書
の設計、工事の方法及び新規制基準対応に係る設工認申請時に整理した設工認要否表（抜粋）
及びを添付する。 
 
 
参考資料 1：NSRR 原子炉施設の設計御及び工事の方法の認可申請書（平成 10 年 10 月 28

日付 10 安（原規）第 230 号にて認可）より設計及び工事の方法抜粋 
参考資料 2：NSRR 原子炉施設の設計御及び工事の方法の認可申請書（その７）（令和 2 年

2 月 4 日原規規発第 2002043 号にて認可）より添付書類 7 表 7-1 設工規則適
合性要否表(NSRR)の一部抜粋 

参考資料 3：令和 2年 4月 1日法令改正のうち炉規法第 27 条第 1 項の改正について 



別紙１ 

更新前機器仕様 更新予定機器仕様 

(1)プログラマブルコントローラ(1/4) 

 

(1)プログラマブルコントローラ(1/4) 

 



更新前機器仕様 更新予定機器仕様 

(1)プログラマブルコントローラ(2/4) 

 

(1)プログラマブルコントローラ(2/4) 

 



更新前機器仕様 更新予定機器仕様 

(1)プログラマブルコントローラ(3/4) 

 

(1)プログラマブルコントローラ(3/4) 

 



更新前機器仕様 更新予定機器仕様 

(1)プログラマブルコントローラ(4/4) 

 

(1)プログラマブルコントローラ(4/4) 

 



更新前機器仕様 更新予定機器仕様 

(2)I/O ユニット 

 

(2)I/O ユニット 

 
NSRR で使用している機器は、マーカーの
もの。 



更新前機器仕様 更新予定機器仕様 

(3)パネルパソコン 

 

 

(3)パネルパソコン 

 
 
 
 



別紙 2 
 
 

I/O I/O 
 

I/O 
 

I/O 
 

I/O 
 

パネル 
パソコン 

プログラマブルコントローラ 

 

 

 

 

AC 入力 

出力制御回路 

図 1 制御指令発生回路構成図 



  

プログラマブルコントローラ 

 

 

 

AC 入力 

制御指令発生回路 

図２ 出力制御回路構成図 
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添7-5

第1、2条 適用範囲、定義 ―
第3条 特殊な方法による施設 ―

第1項
第2項

第5条 機能の確認等 ―
第5条の2 試験研究用等原子炉施設の地盤 ― ●

第1項
第2項 ●
第3項 ●

第6条の2 津波による損傷の防止 ― ●
第1項 ●
第2項 ●
第3項
第4項 ●

第6条の4
試験研究用等原子炉施設への人の不法
な侵入等の防止*2

― ●

第1項
第2項
第3項
第4項
第1項 ●

第2項第1号
第2項第2号
第2項第3号

第1号
第2号 ●
第3号
第4号

第10条 逆止め弁 ― ●
第1項
第2項
第3項
第4項

第12条 試験研究用等原子炉施設 ―
第1号 ●
第2号 ●
第3号 ●

第4号　イ*3
第4号　ロ ●
第4号　ハ

第5号 ●
第6号　*4 ●

第1項 ●
第2項 ●
第1号 ●
第2号 ●
第3号 ●

第1項　*6 ●
第2項　*6 ●
第3項　*7

第1号
第2号
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号

第8号　イ ●
第8号　ロ*8 ●
第1項第1号
第1項第2号 ●

第1項第3号イ ●
第1項第3号ロ ●
第2項第1号*9
第2項第2号 ●

第2項第3号*8
第2項第4号イ ●
第2項第4号ロ ●

第17条 一次冷却材 ―
第18条 一次冷却材の排出 ―

第1項第1号
第1項第2号
第1項第3号
第1項第4号
第1項第5号
第1項第6号
第1項第7号 ●

第2項
第3項 ●
第1項
第2項 ●

第1項第1号
第1項第2号
第1項第3号

第1項第4号イ
第1項第4号ロ

第2項 ●
第21条の2 警報装置 ―

第1項 ●
第2項 ●
第1項 ●
第2項
第3項 ●
第4項 ●
第5項 ●
第6項 ●
第7項 ●
第8項

第1項第1号
第1項第2号 ●
第2項第1号 ●
第2項第2号
第2項第3号
第2項第4号

第3項
第4項第1号
第4項第2号
第4項第3号

第5項 ●
第6項 ●
第1項
第2項 ●
第3項 ●
第4項
第5項

第1項第1号
第1項第2号
第1項第3号
第1項第4号
第1項第5号
第1項第6号
第1項第7号 ●
第2項第1号
第2項第2号
第2項第3号
第1項第1号 ●
第1項第2号 ●
第1項第3号

第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第1号
第2号
第1項
第2項
第3項 ●
第1号
第2号 ●
第3号 ●
第4号 ●
第5号 ●

第30条の2
多量の放射性物質等を放出する事故の
拡大の防止

― ●

新

規

要

求

事

項

新規制基準前にすでに設工認申請済のもの

新規制基準対応としての設工認申請

技術基準規則の条項 項・号

第11条 放射性物質による汚染の防止

第13条 安全設備

第13条の2 溢水による損傷の防止*5

第7条 材料、構造等

第8条 遮蔽等

第9条 換気設備

新規－既存（設備）

第4条 試験研究用等原子炉施設の機能

第6条 地震による損傷の防止

第6条の3 外部からの衝撃による損傷の防止*1

安全施設

安全設備

第15条 核燃料物質取扱設備

第16条 核燃料物質貯蔵設備

第19条 冷却設備等

第13条の3 安全避難通路等

第14条 炉心等

第14条の2 熱遮蔽材

第22条 安全保護回路

第23条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第24条 原子炉制御室等

第20条 液位の保持等

第21条 計装

第21条の3 通信連絡設備等

第28条 原子炉格納施設

第29条 保安電源設備

第30条 実験設備等

第25条 廃棄物処理設備

第26条 保管廃棄設備

第27条 放射線管理施設

ヘ-1 ヘ-2 ヘ-3 ヘ-4 ヘ-5 ヘ-6 ヘ-7 ヘ-8 ヘ-9 ヘ-10 ヘ-11 ヘ-12 ヘ-13 ヘ-14 ヘ-15 ヘ-16 ヘ-17 ヘ-18 ヘ-19 ヘ-20

(4)非常用制
御設備

原子炉プ―
ル液面計

PH計、導電
率計

温度
燃料貯留プ
―ル液面計

安全棒用、
調整棒用、
高速トラン
ジェント棒
用、調節用
トランジェ
ント棒用

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 その3 無 無 無 無 無 無

済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存
既存（改
造）

既存 既存 既存 既存 既存 既存

PS3 PS3 PS3 PS3(被覆管) PS3(被覆管) PS3 PS3 MS3 MS2 PS3
MS2

PS3(被覆管)
MS2 PS3 PS3

○ ○ ○

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － －
× × × × × × × × × × × × △ × △ △ × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

△※1 △※1 △※1 △※1 △※1 △※2 △※2 △※2 △※2 △※2 △※2 △※2 △※1 △※1 △※1 △※1 △※1 △※1 △※1
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
△ △ △ △ △ △ △ × × × △ × △ △ △ △ △ △ ×
△ △ △ △ △ △ △ × × × △ × △ △ △ △ △ △ ×
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － －
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × ◎*32 ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × ○ × ◎ ◎ × × ×
× × × × × × × × × × × × ○ × ◎ ◎ × × ×
× × × × × × × × × × × × ○ × △*24 △*24 × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × ◎ × × × ◎ × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × △ △ × × × × × × × × × △ × × × ×
× × × △ △ × × × × × × × × × △ × × × ×
× × × △ △ × × × × × × × × × △ × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × ◎*23 × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
△ × △ × × × × × × × × × × × × × × × ×
× △ × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × △ × ×
× × × × × × × × △ × × △ × × × × × × ×
× × × × × × △ △ × × × × × × × × × × ×
◎ ◎ ◎ ◎ ×*19 × ×*21 ◎ × × × × × × × × × × ×
△ △ △ △ ×*20 △ △ × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
◎ ◎*22 ◎*22 ◎ × ◎ ◎*22 × × × × × ○*22 ◎*22 × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
◎ ◎*22 ◎*22 ◎ × ◎ ◎*22 × × × × × ○*22 ◎*22 × × × × ×
◎ ◎*22 ◎*22 ◎ × ◎ ◎*22 × × × × × ○*22 ◎*22 × × × × ×
× ◎*22 ◎*22 × × × × × × × × × ○*22 ◎*22 × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
◎ ◎*22 ◎*22 ◎ × ◎ ◎*22 × × × × × ◎*22 ◎*22 × × × × ×
△ △*22 △*22 △ × △ △*22 × × × × × △*22 △*22 × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △
× × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × △ △ × × ×
× × × × × × × × × × × × × × △ △ × × ×
× × × × × × × × × × × × × × △ △ × × ×
× × × × × × × × × × × × × × △ △ × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △
× × × × × × × × × × × × × × × × △ × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × △ × ×
× × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ × ×
× × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

ヘ．計測制御系統施設の構造及び設備

プ―ル水温
系

破損燃料検
出器

原子炉停止
回路

原子炉保護
用インタ―
ロック回路

(1)計装 (2)安全保護回路

その他計装

プロセス計装

プ―ル水位
系

対数定出力
系

核計装(ガイド管を含む)

安全出力
系、パルス

出力系

パルス自動
運転制御系
（出力制御
回路）

燃料計装

熱電対
圧力トラン
スデュ―サ

―

(3)制御設備

線形定出力
系、対数高
出力系、線
形高出力系

制御棒駆動
機構（位置
指示計、表
示灯、支持
梁、取り付
け座を含
む）

制御棒

安全棒、調
整棒

高速トラン
ジェント

棒、調節用
トランジェ
ント棒

定出力自動
運転制御系
（出力制御
回路）

murao-pc
長方形

murao-pc
テキストボックス
参考資料２



添 7-11 

 

注記 
 
※1 当該設備は、新規制基準への適合性確認において、設置当初の設工認申請書の耐震重

要度分類(Ａ又はＢ)からランクが下がった設備である（現在は耐震重要度分類Ｂ又は

Ｃ）。現在の耐震重要度分類における評価で使用する地震動は、設置当初に評価した地

震動よりも小さいため、要求事項を満足する。 
※2 建家で担保している。 
※3 落下の防止については、原子炉建家の構造で担保している。 
 
*1 ・風（台風）、凍結、積雪への対策は、建家の設計で考慮している。 

・森林火災、自然現象の組合せ、爆発、近隣工場等の火災、竜巻への対策は、建家及

び原子炉建家排気系統の設計で考慮している。 
  ・落雷への対策として、原子炉建家、排気筒に避雷設備を設置している。 
  ・生物学的事象への対策は、原子炉建家給気系統の設計で考慮している。 
  ・有毒ガスへの対策は、制御室の設計で考慮している。 
*2 試験研究用等原子炉施設への人の不法な侵入等の防止対策は、建物の設計で考慮して

いる。 
*3 電気系統の加熱に起因する火災の発生を防止するため、各設備に電力を供給する電源

盤の配線には適宜、過電流保護装置を設けている。また、引火性の液体の漏えいによ

る火災の発生を防止するため、ディーゼル発電機の燃料タンクには漏えいの拡散を防

止する設計を施している。 
*4 施設の安全性を損なうような飛来物は現状、想定されない。 
*5 溢水の影響により安全性を損なうおそれがある場合に備え、防護措置として、必要な

設備に対して遮断器を設けている。 
*6 本条文での新規要求は炉心支持構造体のみである。 
*7 強制冷却系を有しておらず考慮すべき振動はない。 
*8 崩壊熱については、考慮する必要がない。 
*9 設置許可において、被覆材の著しい腐食はないと記載している。 
*10 NSRR 原子炉建家に漏えい率の要求はないため本規則に対応すべきは、負圧の維持の

みである。 
*11 外部放射線については、原子炉プールの遮蔽で対応している。 
*12 放射線エリアモニタで対応している。 
*13 原子炉プール内貯蔵ラックで対応している。 
*14 原子炉プール液面計で対応している。 
*15 燃料貯留プール内貯蔵ラックで対応している。 
*16 燃料貯留プール液面計で対応している。 
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*17 原子炉プールの遮蔽評価に包絡される。 
*18 強制冷却系を有しておらず考慮すべき振動はない。 
*19 設置許可において、圧力型の計装燃料には、安全機能を期待しておらず、現在取り付

けていない。 
*20 設置許可において、圧力型の計装燃料には、警報機能を持たせることになっていない。 
*21 当該設備は、設計基準事故が発生した場合の状態監視に必要な設備ではない。 
*22 設置許可において、安全保護回路の適用を受ける系統は安全出力系、パルス出力系、

燃料温度系、プール水位系、電源電圧を監視する系統としている。 
*23 設置許可において、水位を監視できる設計とするとしており、水位低の警報により監

視している。 
*24 制御棒は水中に設置されており、火災の発生を防止できている。 
*25 照射物管理棟では原子炉由来の放射性気体廃棄物の発生はない。 
*26 放射性廃棄物以外を廃棄する施設はない。 
*27 サンプは対象外とする。 
*28 放射性廃棄物でない系統と合流するところはない。 
*29 原子炉由来の放射性物質を含む液体は発生しない。 
*30 停止機能及び閉じ込め機能の設計及び配置によって対応している。 
*31 設工認申請その 4 において、屋外消火栓を期待しなくても、外部火災が発生した場合

に安全施設の安全性を損なうおそれがない評価結果となっている。 
*32 ネットワークに接続して使用する構成になっていない。 
*33 設置許可添付書類十に記載のとおり、設計基準事故までの範囲において燃料破損は起

こらないことから、脱塩塔の線量が上昇するおそれはなく遮蔽壁を設置する必要はな

い。 
*34 廃液タンク及びドレンタンクの漏えい検知を対象とする。 
*35 カプセル装荷装置に求められるのは、使用許可の範囲である実験燃料からの放射線に

対する遮蔽である。 
*36 設置許可添付書類十に記載のとおり、設計基準事故までの範囲において燃料破損は起

こらないことから、脱塩塔の線量が上昇するおそれはなく遮蔽付き樹脂搬出容器を必

要としない。 
*37 化学薬品の影響その他の要因により著しい腐食を発生させるような放射性廃棄物の

発生は想定されない。 
*38 放射性液体廃棄物の排出に当たっては、保安規定に基づき排出前に放射性物質の濃度

を測定している。 
*39 固体廃棄物は、保安規定その他下部要領に基づき、適切な廃棄物容器等により汚染拡

大の防止措置を講じる。 
*40 一般汎用品であり設工規則に要求事項がないもの。 
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*41 原子炉施設としての安全機能を有さず、原子炉施設に影響を及ぼすおそれがなく、設

工規則に要求事項がないもの。 
*42 一般の電源系統であり、設工規則に要求事項がないもの。 
*43 一般的な電源ケーブルであり、設工規則に要求事項がないもの。 
*44 一般的な電話線の配管であり、設工規則に要求事項がないもの。 
*45 上水、工業用水の系統であり、設工規則に要求事項がないもの。 
*46 一般排水、汚水の系統であり、設工規則に要求事項がないもの。 
*47 シャワー、手洗等への給湯設備であり、設工規則に要求事項がないもの。 
*48 暖房用の設備であり、設工規則に要求事項がないもの。 
*49 床ドレンを対象とする。 
*50 オーバーフローラインを対象とする。 



参考資料 3 
 

令和 2 年 4月 1日法令改正のうち炉規法第 27 条第 1項の改正について 
 
 

令和 2 年 4月 1日の法令改正のうち、設工認申請にかかわる内容は以下のとおり。 
炉規法第 27 条第 1項に”（核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は試験
研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める
ものを除く。）”が追加され以下のように改められた。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（設計及び工事の計画の認可） 
第二十七条 試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事（核燃料物質若しくは核燃料
物質によって汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものと
して原子力規制委員会規則で定めるものを除く。）をしようとする試験研究用等原子炉設
置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設
計及び工事の方法その他の工事の計画（以下この条及び次条第二項第一号において「設計
及び工事の計画」という。）について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他
非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
追加された文章のうち“原子力規制委員会規則で定めるもの”とは、試験炉規則第 2 条の 2
第 1項である 
試験炉規則第 2 条の 2 は新設された条文であり以下のとおり。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
（設計及び工事の計画の認可を要しない工事等） 
第二条の二法 第二十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事で
あって、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。 
２ 法第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又
は機器の配置の変更であって、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線
遮蔽物 の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施
設の保全上支障のない変更とする。 
３ 法第二十七条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第
三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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